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各機関における安否確認の流れ
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・必要に応じ、職員・ボランティア

などの人的な応援体制を手配

・必要な機材等の手配

安否確認の行動基準である震度６弱以上の地震が発生した場合に、各実施機関においては、以下の流れに沿って安否確認作業を行うものとする。

※震度５強以下の場合においても、豊島区災対対策本部が必要であると判断した場合には、安否確認作業を実施する。
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回の定時報告
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